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令和４年第２回定例会 

富 良 野 市 議 会 会 議 録  

 

 

令和４年６月 24日（金曜日）午前 10時 00分開会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◎議事日程（第２号） 

 日程第 １ 市政に関する一般質問 

宮 田   均 君 １．太陽の里キャンプ場の改修について 

 ２．図書館２Ｆ、３Ｆの利活用について 

 ３．市内高校再編統合について 

 ４．先住民アイヌ民族の教育について 

関 野 常 勝 君 １．本市の空き家対策の推進について 

 ２．富良野共創プロジェクト～太陽の里編～における成果につい 
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                午前10時00分 開議 

                 （出席議員数18名） 

――――――――――――――――――――――――― 

        開  議  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） これより、本日の会議を開きま

す。 

 新型コロナウイルス感染防止のため、会議中のマスク

の着用を許可いたします。 

――――――――――――――――――――――――― 

        会議録署名議員の指名         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 本日の会議録署名議員には、 

        石 上 孝 雄 君 

        小 林 裕 幸 君 

を御指名申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 日程第１、市政に関する一般質

問を行います。 

 質問の順序は、御配付のとおり、順次、行います。 

 質問は、９名の諸君により、21件の通告があります。 

 質問に当たっては、重複を避け、また、答弁に際しま

しても簡潔にされるよう御協力をお願い申し上げます。 

 それでは、ただいまより宮田均君の質問を行います。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） -登壇- 

 おはようございます。 

 通告に基づき、順次、質問させていただきます。 

 １件目、太陽の里キャンプ場の改修について、２点伺

います。 

 １点目は、太陽の里キャンプ場で行われたワークショ

ップの進捗状況についてお伺いします。 

 太陽の里キャンプ場については２回目の質問となりま

すが、このコロナ禍の中、なかなか、外への遊びも、買

物、外食、宿泊、集団でのスポーツ観戦、コンサートな

ど、制限が続く中、小グループ、家族など、ソーシャル

ディスタンスを保ちながら野外、自然を味わうキャンプ

人口は急増し、各地のキャンプ場は、オートキャンプ、

グランピングも含め、盛況であり、今後も、一度、魅力

を知った人は多く、人気は続いていくと考えます。 

 太陽の里キャンプ場は、市保有の唯一のキャンプ場で

ありますが、トイレ、管理棟、その他も老朽化が目立ち、

再び行きたいキャンプ場にするために早期の改修が必要

と考えますが、そんな中で、第６次富良野市総合計画に

もある共創の場として、太陽の里で市民有志によるワー

クショップが２回行われていますが、１点目に、ワーク

ショップの進捗状況についてお伺いいたします。 

 ２点目は、今後の改修計画についてもお伺いいたしま

す。 

 続いて２件目、図書館２階、３階の利活用について、

２点お伺いいたします。 

 １点目は、新庁舎移転後の図書館２階、３階の利用の

仕方について、どのような話合い、検討が行われたのか、

経過と結果についてお伺いいたします。 

 ２点目は、富良野小学校の学童保育所は北の峰と桂木

の２か所ですが、学童保育に使用の考えはなかったのか、

また、今後の富良野小学校における学童保育所の考え方

についてお伺いいたします。 

 続いて３件目、市内高校再編統合についてお伺いいた

します。 

 市内高校再編要請に関わる検討経過について、２点伺

います。 

 １点目は、第６次富良野市総合計画の中でも、市内の

二つの道立高校では定員に満たない状況が続いており、

さらなる間口削減が予想されるとあり、全国的にも少子

化が進み、道内では１年生が３学級以下の道立校は半数

以上となっています。富良野高校、富良野緑峰高校も少

子化の波を避けて通ることができずに、両校の統合が発

表されました。 

 これからの高校づくりの指針の改定も含め、今後の指

針を注視しなければならない時期と考えますが、今回、

市内高校再編要請に係る検討内容、経過についてお伺い

します。 

 ２点目は、富良野市が国際観光都市を目指す上でも、

地域の産業を担う人材育成からも、職業ニーズに適した

学校の創設は有効と考えますが、製菓・製パン学科、調

理学科、ホテルサービス学科、自然ガイド学科、ウイン

タースポーツ学科など、検討されなかったのか、お伺い

いたします。 

 最後に４件目、先住民アイヌ民族の教育についてお伺

いします。 

 教育現場でのアイヌ教育の現状についてお伺いいたし

ます。 

 先住民族アイヌ文化、そして、地域のアイヌ文化を学

ぶことは、将来の富良野の在り方、人間形成、環境面な

どに大切であると考えます。新しい文化の創造性にも多

大な可能性を持ち、富良野に生きる人にとって、特に子

供たちには重要と考えますが、教育現場でのアイヌ教育

の現状についてお伺いして、１回目の質問とさせていた

だきます。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 おはようございます。 
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 宮田議員の御質問にお答えします。 

 １件目の太陽の里キャンプ場の改修についての１点目、

ワークショップの進捗状況についてでありますが、第６

次富良野市総合計画に掲げる共創のまちづくりを推進す

るため、共創の仕組みづくりのトライアルとして、太陽

の里をテーマとしてワークショップなどに取り組んでお

ります。 

 今回の取組は、プロセスを大切に、出されたアイデア

を市民と一緒に形にすることを目的として、これまでフ

ィールドワークと合わせて３回のワークショップを開催

してまいりました。 

 ワークショップでは、トイレや洗い場、遊具の改善な

ど施設修繕にとどまらず、広場に温泉をつくることや、

グランピングをはじめとした高級ゾーンの設置、豊かな

自然環境を教育資源として活用するなど、魅力を高める

多くのアイデアをいただいたところであります。このう

ち、共創の第一歩として、ワークショップで出されたキ

ャンプ場のごみ箱の改善について、指定管理者であるＮ

ＰＯ法人山部まちおこしネットワークや山部商工会、山

部小学校も交え、具体化に向けた協議を進めているとこ

ろであります。 

 ２点目の改修計画についてでありますが、太陽の里キ

ャンプ場の改修につきましては、指定管理者であります

ＮＰＯ法人山部まちおこしネットワークと意見交換を行

い、現在、進められているワークショップで出された意

見や利用者からの意見も参考に、キャンプ場全体の現状

と課題を整理し、利用しやすい施設となるよう計画的に

修繕を行ってまいります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 おはようございます。 

 宮田議員の御質問にお答えいたします。 

 ２件目の図書館２階、３階の利活用についての教育委

員会新庁舎移転後の利活用の検討経過と今後についてで

ありますが、現在の文化会館に併設されている中央公民

館の今後を見据え、市立図書館の社会教育施設としての

機能充実に向けた検討を進めるため、令和３年６月23日、

社会教育委員会に対し、今後の市立図書館の社会教育施

設としての在り方として、３点諮問いたしました。 

 図書館の見学や、事前に行った文化会館利用団体、社

会教育団体、図書館利用団体との意見交換、図書館利用

者に対するアンケート結果などを参考に議論が行われ、

11月10日、教育委員会へ答申書の提出があったところで

あります。 

 答申内容につきましては、図書館の目指すべき姿につ

いてに対しては、市民ニーズや時代の変化に対応した事

業の検討や、施設のＩＣＴ化を積極的に進めることなど、

社会教育施設としての機能充実についてに対しては、公

民館機能を備えた生涯学習（社会教育）施設として、社

会教育団体や一般市民も利用できる部屋の確保と受益者

負担の原則から有料化を検討するとともに、減免措置を

講ずることなど、望ましい管理運営についてに対しては、

民間活力による運営の検討を願うなどであったところで

あります。 

 その後、この答申を基に運営方針の見直しを行い、こ

れまでの登録利用団体のみだけではなく、一般団体等、

誰もが利用できるよう使用料及び使用料減免を設定する

とともに、ことぶき大学や市民講座などの社会教育活動

の場としての利用、また、利用者からの要望を踏まえた

学習スペースや交流スペースなどの共用エリアの設置な

どを行い、生涯学習の情報提供及び市民が集い交流する

施設として、市民に役立つ図書館として運営するための

新たな方針を、令和４年４月、第４回教育委員会定例会

にて決定いたしました。 

 現在、その運営方針に基づき、市立富良野図書館設置

条例の一部改正など、準備を進めているところでありま

す。 

 次に、図書館の利活用の中で、学童保育としての検討

についてでありますが、社会教育委員会議等においては

学童保育などへの意見はなく、集い、学ぶ、つなぐ役割

を担う公民館機能を有する生涯学習施設としての充実が

望まれたことから、今後も社会教育施設としての利活用

を図ってまいります。 

 ３件目の市内高校再編統合についての市内高校再編要

請に係る検討経過についてでありますが、少子化の影響

により、富良野圏域内の中学校卒業者は減少傾向が続い

ており、また、多様な教育ニーズにより、一定数が圏域

外の高校へ進学していることなどにより、市内の二つの

高校は定員割れの状況にあり、現状のままの存立は困難

になることが予想されることから、経済界、教育関係者、

有識者などで構成する富良野市内高等学校の在り方検討

会議を令和元年７月に設置し、議論を重ねました。 

 議論の内容は、現状と課題、中学生の減少や進路状況

の推移、高校進学を迎える市内中学生などを対象とした

アンケートなども参考に、将来の社会を担う人材育成の

ための高校の在り方について議論をし、令和７年度をめ

どに富良野高校と富良野緑峰高校を再編し、新設校を設

置する必要があるとの結論に達し、令和２年３月、本市

教育委員会に意見書が提出されました。 

 このことを踏まえ、本市総合教育会議において、北海

道、北海道教育委員会へ要望していくことを確認し、富

良野圏域市町村と協議を行い、合意に至ったことから、

令和２年11月、北海道及び北海道教育委員会に対し、富

良野圏域連携協議会及び富良野地区広域教育圏振興協議
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会として、将来の富良野市内公立高等学校の在り方に関

する要望書を提出いたしました。 

 令和３年７月より、再び、富良野市内高等学校の在り

方検討会議において、新設校の望ましい学校規模や学科

構成などの教育環境整備について議論し、意見書が出さ

れたことから、改めて富良野圏域市町村においてその内

容を検討し、圏域内の各高校の特色を生かした多様な教

育機会確保のためには検討会議の意見を取り入れること

が必要であるとの共通認識及び合意がなされましたので、

令和４年４月28日、北海道及び北海道教育委員会に対し、

新たな要望書を提出したところであります。 

 その後、６月７日、北海道教育委員会より令和５年度

から７年度の公立高等学校配置計画案が公表され、その

中で、今後の中卒者の状況、学校、学科配置状況、地域

の要望などを勘案し、一定の学校規模を維持し、幅広い

教育課程の編成、実施を図る観点から、令和７年度に、

富良野高校と富良野緑峰高校を再編し、５間口単位制の

新設校を設置し、校舎は富良野緑峰高校校舎を活用し、

設置する学科については引き続き検討すると示されたと

ころであります。 

 次に、富良野のこれからの職業ニーズに適した学科の

検討についてでありますが、検討会議では、高校は地域

の子供たちのためにあることを確認し、中学生の高校に

対するニーズ、高校進学状況及び卒業後の進路、就職状

況などの分析を踏まえ、想定される学校規模や学科構成

などについて検討した結果、再編後の学科構成は、普通

科３間口と職業科２間口の併置を求めることとされまし

た。 

 具体的には、普通科に進学優先クラスの設置や、学科

横断的な学びができる単位制の導入、職業科については、

情報社会に対応する人材育成に向けて、デジタル、ＩＴ

を学ぶことができる学科及び地域の基幹産業である農業、

観光を中心に地域産業を学ぶことができる学科の設置を

求めることとされたところであります。 

 ４件目の教育現場でのアイヌの人たちの歴史、文化な

どに関する教育についてのアイヌ教育の現状であります

が、小学校及び中学校学習指導要領において、社会科、

道徳科、特別活動及び総合的な学習の時間などで取り扱

うこととされており、市内全ての学校で創意工夫した学

習活動を進めております。具体的には、富良野市博物館

の常設展示や講座などを活用した学習や、小学校第３・

４学年の社会科において、本市で作成した副読本による

アイヌの人たちの暮らしについての学習を行っておりま

す。 

 また、樹海学校（前期課程）では、北海道ふるさと教

育・観光教育等推進事業の令和３年度協力校、令和４年

度実践校として、北海道ふるさと教育指導プログラムの

活用や、アイヌの人たちの文化に触れる活動、講師を招

聘し、講話を行うなど、体験的で質の高い授業により、

郷土に対する愛着や誇りを育んでおります。 

 そのほか、アイヌ文化活動アドバイザー、アイヌ教育

相談員などの活用や、総合的な学習の時間における指導

プログラムの活用、ウポポイなどの施設や人材、動画教

材などを活用するなど、学習の充実が図られております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） それでは、１件目の太陽の里キャ

ンプ場の１点目のワークショップの進捗状況について再

質問させていただきます。 

 市長の答弁のように、第６次富良野市総合計画にある

共創の考え方として、この太陽の里の市民有志によるワ

ークショップが行われたというようなことで、これをど

のように形にしていくか、現実にしていくかということ

が非常に大切だと思います。 

 いまの話をお聞きしていますと、１番目の感じでいく

と、取りまとめて、そして、それを改修計画という形で

僕は聞かなかったような気がするのですけれども、そち

らの関係、スケジュール関係、次の２点目の質問にもあ

りますが、ワークショップのことを具体的にどういうふ

うに取りまとめて、そして形にしていくかということを

もう一度お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 宮田議員の再質問にお答え

いたします。 

 太陽の里で行われたワークショップの位置づけについ

てということかと思います。 

 先ほど市長の答弁でもさせていただきましたけれども、

今回のワークショップにつきましては、太陽の里の改修

計画を形づくる、そういった目的のものではございませ

ん。今回の取組につきましては、市民の方に集まって協

議をいただき、それを形にするというプロセスを大切に

して、出されたアイデアを、小さなことからではありま

すけれども、形にすることを目的としております。 

 今回のワークショップの１回目につきましては、広く

太陽の里を四つのエリアに分けて、それぞれのエリアご

との魅力を見詰め直して、そして、アイデア出しをして

いただきました。２回目のワークショップにつきまして

は、１回目で出されたアイデアから、自分たちも関わり

ながら、できそうなこと、やりたいこと、そういったこ

とを協議いただきました。 

 そうして出された中から絞り込んだのが、現在、進め

ております小さな一歩といたしまして、キャンプ場での

ごみ箱をどう改善していくのかということで進めている

状況であります。 
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 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 簡潔に再々質問させていただきま

すが、いまの答弁の中で、このワークショップを形にす

るという答弁がございました。この形にする形とは、一

体どういうことなのでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 宮田議員の再々質問にお答

えいたします。 

 ワークショップの中で出されたアイデアを形にすると

いうことでありますけれども、先ほどもお話をさせてい

ただきました。ワークショップの中で、参加者の方も含

めて、小さな取組から、まず、どういったことができる

のか、それを具体的に見えるようなものにしていくとい

うのが形にするということでお話をした意味でありまし

て、今回でありますと、キャンプ場に設置をされている

ごみ箱の使い方ですとか、見せ方、形、そういったもの

をどうしていくのかということを、今後、いまから変え

ていくということを指しております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 続いて、いまの回答にも関連する

のですけれども、２点目の今後の改修についてに関連し

ますので、ちょっとお伺いいたしますが、ワークショッ

プで形にするということが、いまの答弁では、取りあえ

ずごみ箱について、これは改修するのだということでお

聞きしたと思うのですけれども、このごみ箱についてと

いうことの前に、ワークショップでいろいろな意見が出

てきて、太陽の里全体の、やはり、形、あるべき姿とい

うのが市民とともに一緒につくるのだということでいき

ますと、今後の太陽の里の在り方というものをどういう

ふうに、このごみ箱という形にする、徐々にやっていく

とは言っておりますが、やっぱり、どういう形がいいの

だということが示されるべきだと思うのですけれども、

今後の改修計画についてもう一度お伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長北川善人君。 

○建設水道部長（北川善人君） 宮田議員の再質問にお

答えいたします。 

 いまのワークショップの関係につきましては、総務部

長のほうから答弁いたしておりますけれども、具体的な

改修計画についてということです。 

 私どもも、ワークショップが動き始めてから、指定管

理者などと現状と課題を再整理させていただいておりま

す。その中で、ワークショップから出された意見という

のも取り入れながら、指定管理者やふれあいの家の営業

者と意見交換を行っている中で、大規模な改修ではなく、

まず、利用しやすい施設にしていこうではないかという

話になってきております。 

 そういった意味では、大きな改修という部分ではなく、

修繕から先に、私たちで一緒にできることから始めてい

こうということが共通認識としてされておりますので、

ごみの問題がありますけれども、ここにつきましても、

有料化だとかごみ袋を販売するだとか、いろいろな意見

が出されております。 

 そういった部分も含めて、現在の指定管理者と、でき

ること、できないことというのがございますので、そう

いったものを含めて意見交換させていただいている中で、

まずは修繕からということで考えておりますので、改修

計画という部分ではなく、まず、できることから修繕し

ていきましょうということで確認をしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） なかなか、あるべき姿、ワークシ

ョップで出てきた意見を見える化して市民に知らせる、

そして、こういう形がいいのだろうなというものを、や

っぱり、せっかくの第６次富良野市総合計画でやられた

取組の第一歩としては、そういうものが、こういう形が

やはり理想的というか、目指すべき姿なのだというもの

を、ワークショップに参加された方、あるいは市民の方

に示すべき、そして、それに向かって、修繕、修繕では

なくて、やっぱりそれに向かって取り組んでいくという

市の姿勢が必要だと思いますが、もう一度だけお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長北川善人君。 

○建設水道部長（北川善人君） 宮田議員の再々質問に

お答えいたします。 

 ワークショップの部分につきましては、プロセスの関

係ですとか、そういった部分で理解されたものと思って

おりますけれども、最終的に、キャンプ場の在り方、将

来像という部分になりますけれども、先ほど申し上げた

とおり、いま現在、現状と課題の再整理を行っている中

で、キャンプ場の将来像をイメージし、共通認識とする

ことで、そこに向けた取組をバックキャスティングの方

法を用いて考えていく、できることから始めていくとい

うのをやっていきたいというふうに考えておりますので、

そこにはもちろん将来像というのは出てきますけれども、

それを、いま、ワークショップなり、指定管理者、利用

者を含めて意見をいろいろいただいておりますので、私

どもで決められるものではございませんので、そういっ
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た意見を網羅して、全体的な部分についてはまだまだこ

れから考えていかなければならないと考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 今後のワークショップの意見を、

せっかく第６次富良野市総合計画の第１次の計画として

取り入れたこのワークショップが、次の形をしっかり市

民に示されるようにしていただけたらというようなこと

で、スケジュール関係も含めて、具体的なことが示され

る計画ができていればいいなということで、次の質問に

移らせていただきます。 

 ２件目の、図書館２階、３階の利活用について、１点

目の移転後の利用の仕方について、検討経過、結果とい

うことでお聞きしたのですけれども、いままで、一番の

変わったところは、図書館に登録している人たちだけで

はなくて、一般市民も使えるような形になっていくのだ、

それで有料化になっていくのだというようなことで、市

民交流施設として使っていくのだということでお聞きし

ました。 

 この中で、現実的に、有料化、そして、その条例がつ

くられて議会を通る、そして、その内容が市民に知らさ

れて、議会で通ったことが発表されるというタイムスケ

ジュールについて、それと、この有料化の金額というの

は大体考えられているのかどうか、そこら辺をお伺いい

たします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 宮田議員の再質問

にお答えいたします。 

 図書館の利活用の関係での今後のタイムスケジュール、

それから利用料の関係は考えているのかということでご

ざいます。 

 タイムスケジュールにつきましては、いま現在、条例

案が出来上がりまして、７月からパブリックコメントを

行う予定でございます。それを踏まえまして、９月の第

３回定例会の中で改正案の御提案をしてまいりたいとい

うふうに考えております。その中で、それが可決をいた

だければ、令和５年になろうかと思いますけれども、１

月からの利用開始という形でいまは考えているところで

あります。 

 利用料の関係につきましては、いま現在、その条例の

案の中に入れさせていただいております。それぞれの、

いま現在、図書館の実際に管理運営に係る費用等々を積

み上げた中で、それぞれの利用する諸室の面積等々を勘

案し、また、利用見込みといいますか、そんなものも踏

まえながら、１時間当たりの単価を出させていただいた

ところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） いまの説明のタイムスケジュール

の中で、令和５年１月からの利用を考えているというこ

とで、移転から、それから、市民が使う交流の場という

のが、タイムスケジュール的にちょっと期間があるよう

な感じがするのですけれども、その点は、その間は文化

会館とかのあれというか、そういう時期的な差というの

ですか、そういうのはどうなのでしょうか、お伺いいた

します。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 宮田議員の再々質

問にお答えいたします。 

 新庁舎移転後と、実際にいまタイムスケジュールで示

させていただきました利用開始の部分と、若干のタイム

ラグがあるのではないかということでありますけれども、

まずは、やはり、移転に伴いまして、その後、中を少し

片づける、整理をするという時間も必要になります。そ

んな部分では、移転と同時にすぐ使えるということには

なりませんので、若干のタイムラグを取らせていただい

たところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） ２点目の、いまの北の峰と桂木に

ある学童保育所の今後の方向性について、学童保育所の

在り方の考え方がありましたら、お聞かせ願いたいと思

います。（発言する者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前10時39分 休憩 

        午前10時41分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 先ほどの質問内容について、改めて、質問してくださ

い。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） ただいまの質問ですが、学童保育

の今後の答弁で、学童保育に使用の考えはなかったとい

う内容だったので、いまの再質問については取り下げさ

せていただきます。 

 続いて３件目、市内高校再編要請に係る検討経過につ

いての１点目の市内高校再編要請に係る検討内容、経過
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についてですが、非常に市内でいろいろな方の意見をお

聞きして、そして、いまの経過に至っているというよう

なことで理解させていただきます。これからの教育の在

り方、そして、流出されている部分も含めて、数字を見

させていただきましたけれども、約30％の中学から高校

へ進学の方々が他の地域の高校にいらっしゃっていると

いうことで、これは、非常に、これからまた取り組むべ

き、それに対する対応というのも考えていっているとい

うようなことで理解させていただきます。 

 ２点目ですけれども、私は、身内が、三重県の相可高

校というのですけれども、そこの食物調理科に入って、

卒業して調理のほうへ行ったのですけれども、やはり、

１回目の質問にもありましたように、これから、地元の

そういう人たちだけを募集するのではなくて、富良野の

あるべき姿、これからまだ観光都市として伸びていくと

いうことを考えた中で、こういう職業、職人というのは

若いときからやったほうがいいという、そういうような

ことで僕は考えているのですけれども、そういう中で、

やっぱり三笠にもできています。あれは、三重県の相可

高校が基になってできている施設です。そういうところ

が、南富良野町でも、特殊な必修科目が、自然ガイド、

あるいはカヌーとか、カーリングとか、そういうのが出

てきていますが、もう一度お聞きしますが、これから、

そういうふうな、北海道に対しての要望とか、そういう

のが検討されないのかどうか、そこについて、もう一度

だけお伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 宮田議員の再質問

にお答えいたします。 

 学科の在り方についての考え方でありますけれども、

まず、教育長からも答弁させていただきましたとおり、

まずは、地元の高校はやはり富良野の子供たちのために

あるというのが大前提であります。そんな中から、その

子供たちのアンケート等々も取らせていただきながら、

その中で必要なものということで分析をした中で、本市

に必要な学科等々を検討させていただいたところであり

ます。 

 先ほど、宮田議員のほうからは、三笠高校あるいは南

富良野高校のお話がありましたけれども、共に二つの高

校は道立の高校から市立、町立の高校に移っております。

そんな中では、より、各学年、１学年１学級という中で、

特色のある学科をつくっていくということが可能であり

ますけれども、道立高校のままでは、高校教育課程の中

で一つは示された学科を進めていくということで、その

中で富良野の必要なもの、子供たちにとって必要なもの

ということでいま考えているところでありますので、宮

田議員が話されました学科につきましては、いまのとこ

ろ考えていないところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 次の質問に移らせていただきます。 

 ４件目、教育現場でのアイヌ教育の現状について、多々、

非常に詳しく説明がありました。ただ、生涯学習センタ

ーを含むそういう展示の中で、あるいは、講師を招いて

やっていらっしゃるということの中で、もう一つ聞きま

すが、富良野におけるアイヌとの関係、富良野のアイヌ

の歴史とか、そういうものは把握されて子供たちに教え

ているのかどうか、もう一度お聞きします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 宮田議員の再質問

にお答えいたします。 

 アイヌ文化の教育の部分について、地元での歴史とい

いますか、そんな部分も示しているのかということであ

りますけれども、いま、３年生、４年生で使います社会

科の副読本というものがございます。そんな中で、富良

野のアイヌ文化の部分、量的にはそんなに多くはありま

せんけれども、その中で示させていただいているところ

であります。 

 富良野のアイヌの歴史から見ますと、やはり、あまり、

ほかの地域、北海道内の中ではアイヌの方々が多くいた

地域ではないようです。そんな部分で、生涯学習センタ

ーの中での展示の部分もごく数点というような状況であ

ります。ただ、北海道全体として、先住民族としてのや

はりアイヌという部分を、北海道の歴史を追っていく中

では非常に大切なものだというふうに思っていますので、

北海道全体というものを中心にしながら、いま、教育の

ほうを進めているところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 １番宮田均君。 

○１番（宮田均君） 富良野地域におけるアイヌ文化の

掘り起こしというか、もう少し、ここは、南に下るとき

のアイヌの民族は、神居古潭を通らないで富良野を通っ

て、そして、南に向けて東に行ったということをアイヌ

の方から聞いておりますし、それから、何十年に一回は、

東大演習林から、アイヌ語を忘れましたけれども、丸太

船をつくるために東大演習林から提供していると、そう

いうときのカムイノミとか、そういうものが非常に深い

関わりを持ってやっているというようなことで、もう少

し、講師の方、あるいは富良野のアイヌの歴史、そんな

に住んでいなかったと言いますが、ここが十勝とかとの

交易の場でもあったとお聞きしております。 

 そういうような地元のアイヌのことをもう少し深く掘
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り下げて教育の現場で生かしていくということが僕は必

要だと思うのですが、その点について、もう一度お伺い

します。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 宮田議員の再々質

問にお答えいたします。 

 学校におけるアイヌの教育の中で、もっと掘り下げて

いくべきではないかということでございます。 

 こちらにつきましては、いま現在、取り組んでいるこ

とも一つでありますし、また、その中で、新たな部分、

あるいは先生によっても取上げ方というのが若干違って

くるのかと思います。基本は学習指導要領に伴うものだ

とは思いますけれども、富良野のアイヌに関する歴史の

部分というのは、今後もその中で学べる機会をつくるよ

うにしてまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、宮田均君の質問は終了

いたしました。 

 ここで、５分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前10時51分 休憩 

        午前10時55分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、関野常勝君の質問を行います。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） -登壇- 

 さきの通告に従い、２件について質問いたします。 

 １件目は、本市の空き家対策の推進についてでありま

す。 

 近年、地域における人口の減少や既存の住宅、建築物

の老朽化に伴い、長期間使用されていない住宅、建物が

年々増加し、また、少子高齢化に伴い、子育て世代の市

外流出や親世代の高齢者施設入所等により所有者の目が

届かない空き家が増えており、適切な管理が行われない

まま放置されている空き家は、防災、防犯、環境、景観

など、多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環

境に悪影響を及ぼしていることから、早急な対策が求め

られております。 

 そのような中で、本市では、平成30年度、市内全域を

対象に住宅等に関わる空家等実態調査委託を実施してお

り、711戸が空き家、もしくは空き家と推測される状態に

あることが判明しましたが、ここで私が注目したい点は

危険な空き家の現状であります。 

 平成28年第２回定例会で、経済建設委員会からの報告

では、市民から住宅政策係に寄せられた苦情は12件であ

り、そのうち７件は所有者が応急対応をしている状況で、

特に、強風によって屋根のトタンが剝がれ、周囲に飛ん

で危険であるという苦情が非常に多い状況となっており

ます。空き家となっている家屋の大部分は、建築基準法

に基づく耐震基準が導入された昭和56年以前に建てられ

たものと推測され、今後ますます家屋の老朽化が進み、

危険性が増すことが想定されるという内容であり、現状

においても懸念される点でもあり、行政として地域で空

き家が適正に維持管理されていくように、町内会と連携

した支援も必要であると強く感じているところでありま

す。 

 そのような中で、市として空き家対策を効果的かつ効

率的に推進していくために、基本方針、実施体制など対

策の基盤となる空家等対策計画が令和４年３月に策定さ

れました。空き家に関する諸問題と、市の空き家に対す

る考え方を広く市民に知らせることで、市民に空き家を

発生させない意識づくりが今後ますます重要になってい

く中で、２項目の質問をいたします。 

 １項目めとして、富良野市空家等対策計画の解釈と計

画期間について、２点質問をいたします。 

 １点目は、本市の空家等対策の対象地区が示されてい

ますが、特に、市街地とは具体的にどこを想定している

のか、お伺いいたします。 

 ２点目は、空家等対策計画は、計画区間が令和４年度

から令和８年度までの５年間となっておりますが、絶え

ず変化していく空き家を把握するためには、４年前に実

施した空き家調査のデータをベースにして計画の中で見

直し等が必要と考えますが、見解についてお伺いいたし

ます。 

 次に、２項目めとして、富良野市空家等対策計画にお

ける利活用の促進と解体支援について、２点質問をいた

します。 

 １点目は、空き家バンク（リビング・フラノ）の利用

状況について、登録物件と売買物件の数及び不動産契約

に至った実績についてお伺いをいたします。 

 ２点目は、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしてい

る危険な空き家は、早急な対応が必要と考えます。特定

空家の基準については地域の実情に反映できるよう見直

していくと計画に記載されており、この中で解体費に対

する支援の検討とありますが、進捗状況についてお伺い

いたします。 

 次に、２件目の富良野市共創プロジェクト〜太陽の里

編〜における成果についてでありますが、少子高齢化、

人口減少など急速に社会構造は変化し、地域やコミュニ

ティーの課題が複雑化しており、従来の方法では限界が
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あり、行政の力だけでは課題を十分に解決することは困

難になってきております。 

 昭和の時代、山部太陽の里を考える会が発足し、構成

委員の方が中心となりまして将来に向けた意見交換会を

開催していた記憶がございます。現在、ワークショップ

という新しいコミュニティーのスタイルが生まれ、未来

においてよりよい社会をつくり出していくためには、行

政と民間事業者と市民がより高度な形で協働していく必

要があり、共に新たな価値を創造していくことで課題解

決につながっていくことが生まれることこそが共創の概

念と、第６次富良野市総合計画に示されております。 

 住む人も訪れる人も自然から豊かな恩恵を受けている

こと、太陽の里の四季を生かした自然との共生を前提と

した取組に磨きがかかり、富良野から発信できる仕組み

の構築が望まれる中、１項目めのワークショップの取組

成果についてでありますが、過去において２回のワーク

ショップを開催していることに対し、２点の質問をいた

します。 

 １点目は、参加メンバーから提出された意見はどのよ

うなものがあったのか、また、その意見に対し、どのよ

うな取組を検討しているのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、ワークショップの取組での成果と課題につ

いてお伺いいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 関野議員の御質問にお答えします。 

 １件目の本市の空き家対策の推進についての１点目、

富良野市空家等対策計画の解釈と計画期間についてであ

りますが、令和３年度策定の富良野市空家等対策計画で

は、対象地区を市内全域とし、特に、市街地区とは都市

計画区域内の住宅密集地を想定しているところでありま

す。 

 また、本計画は、平成30年度に実施しました空家等実

態調査結果をベースにしており、実態調査で空き家と推

測された物件に加え、職員による現地調査や、町内会、

地域住民からの情報も反映していくことで、絶えず変化

する空き家情報を見直してまいります。 

 ２点目の富良野市空家等対策計画における利活用の促

進と解体支援についてでありますが、リビング・フラノ

に掲載しております令和３年度物件情報の実績は、登録

物件数13件、うち一戸建て６件、契約件数は全体で９件、

うち一戸建て４件、売買契約は一戸建て２件となってお

ります。 

 また、本市の空家等対策計画は、空き家などの発生抑

制、流通、利活用の促進、適正管理されていない空き家

等への対策を進めるものとしており、この取組を進める

上で活用できる国の支援制度も検証しておりますが、現

在、本市が活用できる支援制度がないため、引き続き調

査研究しているところであります。 

 ２件目の富良野市共創プロジェクト〜太陽の里編〜に

おける成果についての１点目、ワークショップの取組の

成果についてでありますが、第６次富良野市総合計画に

掲げる共創のまちづくりを推進するため、共創の仕組み

づくりのトライアルとして、太陽の里をテーマとしてワ

ークショップなどに取り組んでおります。 

 今回の取組は、プロセスを大切に、出されたアイデア

を市民と一緒に形とすることを目的として、これまでフ

ィールドワークと合わせて３回のワークショップを開催

してまいりました。ワークショップでは、トイレや洗い

場、遊具の改善など、施設修繕にとどまらず、広場に温

泉をつくることや、グランピングをはじめとした高級ゾ

ーンの設置、豊かな自然環境を教育資源として活用する

など、魅力を高める多くのアイデアをいただいたところ

であります。 

 このうち、共創の第一歩として、ワークショップで出

されたキャンプ場のごみ箱の改善について、指定管理者

であるＮＰＯ法人山部まちおこしネットワークや山部商

工会、山部小学校も交え、具体化に向けた協議を進めて

いるところであります。 

 次に、ワークショップの取組の成果と課題についてで

ありますが、今回の共創プロジェクト（32ページで訂正）

は、令和３年度から引き続き、現在も進行中であること

から、今後の状況を踏まえ、成果と課題の整理を進めて

まいります。 

 以上です。 

 答弁で間違いがございましたので、御訂正をいただき

ます。 

 太陽の里のワークショップの関係でありましたが、最

後の２点目の御質問にありましたワークショップの取組

の成果と課題についてのくだりで、今回の共創プロジェ

クトと申し上げなければならないところを、今後の共創

プロジェクトと申し上げました。正しくは、今回の共創

プロジェクトですので、御訂正をお願いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） 再質問させていただきます。 

 １件目の空き家対策推進についての１項目めの富良野

市空家等対策計画の解釈と計画期間についての中で、１

点目の質問でありますが、対象地区で特に市街地とはど

こを指すのかの答えでありますけれども、都市計画の区

域内における住宅密集地区と想定しているということで

ありましたが、具体的にどこを重点地区と考えているの

か、お伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 



 - 33 - 

 建設水道部長北川善人君。 

○建設水道部長（北川善人君） 関野議員の再質問にお

答えいたします。 

 具体的な重点地区の考え方についての御質問かと思い

ますけれども、空家等対策計画につきましては、市長答

弁にもございましたとおり、空き家等の発生の抑制、流

通や利用の促進、それから適正に管理されていない空き

家等への対策というのを三つの柱として、これらを進め

るものであり、空き家が日々変化する状況や、地域から

の情報提供、それから所有者などの変更などもあります

ので、具体的な重点地区というのは設けずに、市内全域

を対象としてこれらの三つの柱を基に進めていくという

ふうな考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） 答弁をいただきましたけれども、

計画は、何かこう、市街地区を重点に置いているように

聞こえます。私が質問した思いというのは、市街地区以

外の農村地域においても適正に管理されていない空き家

が見受けられますけれども、状況に応じて対応していく

ということでよろしいのか、確認いたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長北川善人君。 

○建設水道部長（北川善人君） 関野議員の再々質問に

お答えいたします。 

 重点地区という部分につきましては、先ほども御答弁

させていただいたとおり、そういった部分はこの地区だ

けということは設けずに、市内全域をあくまでも対象と

して、そういった危険な家屋等があれば、その都度、状

況に応じて対応していきたいと思いますので、農村地区

も含めて全域を見ていくという考えでございます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） いまの点は了解いたしました。 

 次に、２項目めの富良野市空家等対策計画における利

活用の促進と解体支援についての２点目、解体費に対す

る支援の検討についてでありますが、本市においては活

用できる支援制度がないため、引き続き調査研究をして

いくとの答弁でありました。 

 私は、令和元年第４回定例会でも同じ質問をいたしま

したが、あまり進捗がないように思います。そのときの

答弁の中では、皆様に御紹介をしながら一緒に考えてい

くとありました。今後、当市で使える支援制度が出た時

点で市民周知をしていくことが必要と考えますが、見解

についてお伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長北川善人君。 

○建設水道部長（北川善人君） 関野議員の再質問にお

答えいたします。 

 活用できる支援制度についての市民周知の部分かと思

いますけれども、空き家対策に取り組む上で国の支援制

度を活用するためには、まず、基本的な要件といたしま

して、富良野市空家等対策計画の策定というのが必須と

なっております。そのことから、令和３年度に本市とい

たしましてはこの計画を策定したところでございます。 

 現在、国の支援制度の採択要件というのがございます

けれども、こちらにつきましては、空き家の解体後の利

用方法ですとか、空き家の利活用に向けた改修後の利活

用についての制限がございます。そういった部分では、

現在、本市で利用できる国の支援制度がない状況でござ

いますので、今後、本市において活用できる支援制度が

提示されたときには、関係事業者や市民の皆様に周知を

実施していきたいと考えておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、関野常勝君の質問は終

了いたしました。 

 ここで、５分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時16分 休憩 

        午前11時20分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、後藤英知夫君の質問を行います。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） -登壇- 

 さきの通告に従い、順次、質問いたします。 

 ４年前、市長は、健幸都市富良野を掲げ、当選されて

以来、これまで真摯に市政運営に取り組まれてきたと考

えますが、２年半に及ぶ新型コロナウイルス感染症が収

束しない状況が続き、難しいかじ取りであったと感じま

す。 

 その中にあって、感染症対策、経済支援や振興、第６

次富良野市総合計画の策定、デジタル社会への対応、市

民の利便性の向上対策としてのスマートシティ戦略室の

立ち上げなど、本市のまちづくりとして着実に歩みを進

めてはいますが、市長が目指す健幸都市には道半ばとの

印象を持ちます。長年の懸案であった複合庁舎もほぼ完

成し、健幸都市富良野へ向けての拠点となり、その実現

に向けて大いに期待されるところです。 



 - 34 - 

 今回、出されました北市長２期目の所信表明に関し、

４件について質問いたします。 

 まず、１件目に、９月下旬、供用開始となる新庁舎の

有効利用に向けた取組について伺います。 

 北市長が市政を担うこととなり、最初の決断はこの新

庁舎の建設だったと思います。基金を積み、準備はして

いたものの、国の支援を受けるためには時間の制約もあ

り、大きな財源を必要とする事業でもあることから、こ

れまで、議会において多くの議論を重ね、また、市民か

らも様々な意見をいただいた経過もあります。防災や文

化、市民生活の中心としての機能を備えた、そして皆が

集う拠点として、所信表明で述べられているように、市

民の方々に新しくできる複合庁舎を建ててよかったと実

感していただけるよう、有効活用していくことが肝要で

あると考えます。 

 そこで、１点目に、富良野市複合庁舎を新たなコミュ

ニティーを創造する場とするとあります。どのようなこ

とを想定しているのか、見解を伺います。 

 ２点目に、有効活用に向け、どう市民の意見を取り入

れていくのか、お聞きします。 

 次に、２件目に、子ども医療費助成の拡充について伺

います。 

 過去には、複数の議員から子供の医療費助成について

の質問や提言がなされた経過もあり、また、今年４月に

行われた市長選挙の公約の中では、子育て世代の生活を

サポートする高校生までの医療費無償化をうたっていま

す。今回の所信表明の中では、これまでの事業を継続す

るとともに、子ども医療費助成の拡充を図るとあります。

これは、高校生までを対象とすると捉えていいのでしょ

うか、また、入院、通院を含めた全般的な無償化なので

しょうか、１点、お聞きします。 

 ２点目に、それらに係る費用はどれくらいを想定され

ているのか、お尋ねします。 

 ３件目に、企業支援に対する考え方について伺います。 

 国際情勢の不安定な状況が続き、経済への影響も憂慮

されるところですが、感染症対策として国の政策もウイ

ズコロナへシフトし、冷え込んだ経済の活性化に向け動

き出した感があります。本市においても、国内客を中心

にまちのにぎわいも以前のように戻りつつあるように思

われます。今後、観光業や飲食業をはじめ、いざ、市内

企業の業績が上向いたときに働き手がいないという事態

は避けなければならないと考えます。 

 そこで、１点目に、人材確保に向けた企業支援とはど

のような支援を考えているのか、伺います。 

 ２点目に、国や北海道とどう連携していくのか、お聞

きします。 

 ４件目に、地域公共交通計画の策定について伺います。 

 鉄路の見直し問題が内外で大きく取り上げられる中、

観光振興、経済への影響や市民生活を守るため、今後の

公共交通の在り方が注視されています。 

 また一方で、近年多発する高齢者による交通事故がメ

ディアなどで取り上げられることも多く、その影響か、

運転免許証を返納する方が増えていて、昨年、北海道内

で65歳以上の自主返納は１万8,000人余りとなっていま

す。農村地域に居住している者にとって、移動手段とし

て車の運転ができないことは非常に不便を強いられるこ

とになり、結果として住み続けることが困難になること

が予想され、農村地域の人口減少に拍車がかかる懸念が

あります。 

 また、子供たちの教育環境の中で、山部中学校が西中

学校と併合となり、また、今年度で布礼別小学校が閉校

になり、東小学校と併合となることから、通学などに支

障が出ないか、心配もあります。農村地域に住んでいる

住民にとっては、住み続けることが難しい状況にあると

感じます。 

 地域公共交通計画の策定に当たり、高齢者の運転免許

証返納や学校の閉校に伴う影響について分析されている

のでしょうか。また、農村地域の交通体系をどう構築し

ていくのか、２点伺い、１回目の質問といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願い願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 後藤議員の御質問にお答えします。 

 １件目の市政に関する所信表明についての１点目、新

庁舎の有効利用に向けた取組についてでありますが、新

庁舎は、庁舎と文化会館機能の複合化により、富良野市

複合庁舎として新たにスタートいたします。この複合庁

舎は、異なる施設の持つ特色を最大限に生かし、様々な

人々が出会う機会や、情報や活動に触れる機会を提供で

きる新たな場として、市民と市民をつなぎ、にぎわいが

生まれ、そこから新たなコミュニティーが創造されてい

くものと考えているところであります。 

 この新たなコミュニティー創造のため、文化会館の会

議室等はガラスを用いたオープンなしつらえとすること

で、外からも市民のサークル活動などの様子がうかがえ、

その活動に興味を持っていただく機会につながることや、

施設中央に設置する市民交流スペースＦプラザは、市民

が気軽に訪れ、休憩したり、ミニコンサートや市民活動

の発表など、市民が利用できる場として提供いたします。

また、市民にとってより居心地のよい場となるよう利用

方法をつくり出していただくことや、気軽に足を運んで

いただけるよう、利用者アンケート、御意見箱などを活

用し、イベント等の開催につなげるなど、市民の意見を

取り入れながら施設の有効活用を図ってまいります。 

 この新たな場で、市民と市民をつなぎ、新たなコミュ

ニティーを創造し、まちづくりを次世代へつなぐ持続可
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能な取組を進めるよう、この施設を市民とともに育てて

いきたいと考えております。 

 ２点目の子ども医療費助成の拡充についてであります

が、平成31年４月診療分より、高額な負担の伴う入院医

療費について、中学生まで所得制限を設けずに無償化し、

あわせて、令和元年度からは、子供の健康を守るため、

任意予防接種助成を行い、疾病の重症化予防を進めてき

たところであります。その後、地域懇談会や市長室トー

ク、総合計画・総合戦略有識者会議などの場において、

子育て世代の経済的負担軽減を求める声が寄せられたこ

ともあり、子育て政策について総合的に判断し、子ども

医療費助成の拡充を行うものであります。 

 その内容といたしましては、通院・入院医療費共に所

得制限を設けず、高校生まで無償化してまいります。ま

た、時期につきましては、年内開始に向け、条例改正の

準備を進めてまいります。 

 なお、子ども医療費助成の拡充に伴う医療費の増額分

については、年間約3,300万円と積算しております。 

 次に、３点目の企業支援に対する考え方についての人

材確保に向けた企業支援でありますが、ここ数年の富良

野管内の有効求人倍率は１倍を超えておりましたが、社

会、経済活動の回復傾向にある現在におきましても人手

不足の傾向は続いております。市内企業への就職の現状

は、求職者が希望する業種が少ないことや、雇用環境な

どにより他へ流出する傾向にあることから、幅広い職種

の情報発信と企業の雇用環境の充実が必要となっている

ところであります。 

 このような中、人材確保に向けた企業支援につきまし

ては、第６次富良野市総合計画において、福利厚生の充

実や働き方改革の推進により、就労先に選択されるよう

魅力向上に取り組む地元企業を支援することとしており、

引き続き、中小企業振興促進審議会などにおいて支援内

容の検討を行うとともに、しごと情報提供サイト、フラ

ノ・ジョブ・スタイルによる情報発信を進めてまいりま

す。 

 次に、国、北海道との連携についてでありますが、令

和元年度に北海道の移住支援金制度を活用し、ＵＩＪタ

ーン新規就業支援事業を創設しておりますので、引き続

き、周知に努めながら活用を図ってまいります。 

 次に、４点目の地域公共交通計画の策定についてであ

りますが、本市の地域公共交通は、ＪＲ、路線バスの利

用者の減少、バス、タクシー事業者等の運転手不足、高

齢者の免許返納など多くの課題に直面していることから、

将来的にも市民が生活し続けられる持続可能な交通体系

の形成を図るため、令和３年度から地域公共交通計画の

策定を進めているところであります。 

 高齢者の免許返納や閉校に伴う影響についての分析に

つきましては、市内の運転免許証返納実績は、過去５年

間平均で年間約60件となっております。また、令和３年

度に実施した富良野市の公共交通をよりよくするための

アンケート調査では、運転免許証返納によって、買物や

通院など日常生活に不安を感じている一方で、将来、運

転が困難になった場合では、57.8％の方がバスを利用す

ると回答しており、免許返納後のバス利用の意向が高い

ものと認識しております。また、学校の閉校に伴う影響

につきましては、公共交通も含めた通学手段の確保や部

活動への影響について、教育委員会と情報共有を図りな

がら把握に努めております。 

 次に、農村地域の交通体系をどう構築していくかにつ

きましては、公共交通計画策定のため、令和３年度に実

施したアンケートや乗降者調査などの結果も踏まえ、本

年度、実施する交通事業関係者ヒアリング、市民意見交

換会を行いながら公共交通計画を策定してまいります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） それでは、順次、１件ずつお

聞きしていきます。 

 庁舎の有効利用ということで最初に質問させていただ

きましたが、新たなコミュニティーの創造とはどういう

ことかというようなことと、市民意見をどういうふうに

取り入れていくのかなというようなお話をさせていただ

きました。 

 その中では、文化会館と庁舎、異なるものがくっつい

てくるので新たなコミュニティーが生まれることも想像

されるというような、想像というのは創るほうではなく

て想像するほうですが、されるというようなお話でもあ

りましたし、文化会館の会議室がガラスなので皆さんが

見られるから、それによって、誘発されていろいろなも

のに参加していただけるのではないかというような期待

もあるというようなことも聞きました。 

 その中で、いま、アンケートだとか意見箱を置いて市

民の意見を取り入れていくというようなお話がありまし

たが、自分の考えでは、新たなコミュニティーの想像と

いうのは、いままであるものをさらに進化していくとい

うのも新たなコミュニティーだというふうには考えます

が、ふだん、あまり市庁舎に来なかったり、文化会館に

も来る機会がなかったりと、そういう方々にぜひとも新

しい庁舎に寄っていただきながら、新しいコミュニティ

ーをつくって市民の生活が活性化すればいいかなという

ふうに私は考えています。 

 その中で、いま、新しい、あまり来ないような方の意

見だとか、呼び込むだとか、そういうような施策という

か、考えというか、それについてはどのような見解を持

っておられるか、お聞きします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 
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 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 後藤議員の再質問にお答え

いたします。 

 新庁舎を多くの方に利用していただくための方策とい

うことかというふうに思います。 

 新しい複合庁舎になりますので、いままで市役所にし

か用事のなかった方、文化会館にしか用事のなかった方、

そういう方が一堂に会します。また、今回の複合庁舎に

ついては、子供の遊び場を新たに設けております。こう

いったものがどのようにミックスしていくのかというこ

とについては、私も、まだ想像し切れない部分というの

はございます。 

 今回、先ほどの市長の答弁で、活用方法についてアン

ケートや御意見箱ということで出させていただきました。

このアンケートにつきましては、実際の利用者の方のア

ンケート、また団体のアンケートもあるというふうに思

いますが、ウェブなども活用できるのではないかという

ふうに考えています。 

 あとは、答弁の中でもありましたミニコンサートです

とか、小さな発表をするような場を設けることで、例え

ば、お友達関係で訪れていただいたりということが増え

るというような可能性も考えられるというふうに思いま

す。今回答弁をさせていただいた内容だけではなく、ど

うやって利用が増えていくのかについて、手法も含めて、

引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） 市庁舎の有効利用に関しては、

これからということでもありますので、しっかりと取り

組んでいただければというふうに考えます。 

 ２件目の子ども医療費の助成について伺います。 

 いまの答弁では、高校生まで入院、通院も含めながら

無償化を図っていく、それを年内に行っていきたいとい

うようなお話だったかと思います。私は、高校生までの

無償化ということになれば、富良野市のイメージとして

かなり子育てに優しいというイメージがつくのではない

かというふうに思いますので、歓迎している一人であり

ます。 

 その中で、費用はということで年間3,300万円というよ

うなお話がありました。この費用に関しては、いままで

の中学生までの入院と就学前の無償化と、それに対して

プラス3,300万円という考えでよろしいのでしょうか。そ

れとも総額でということでよろしいのでしょうか。その

辺をちょっと確認させてください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 後藤議員の再質問にお

答えいたします。 

 医療費の増額分ですが、あくまでも今回の拡大部分に

伴う費用が、積算では最大で3,300万円と見込んでいると

ころであります。現行予算にプラスということでの答弁

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） 予算と足せば分かるのかもし

れませんけれども、もし分かれば、総額ということでお

伝えいただければと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 後藤議員の再々質問に

お答えいたします。 

 現在の子ども医療費の給付の予算でありますけれども、

令和４年度の予算額で、市費の拡大助成分、市費独自助

成分で1,500万円を計上しておりますので、そこにプラス

3,300万円という積算を持っております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） これに関しては所得制限もな

しということでありますので、これは大変喜ばしいこと

かなと私は考えています。 

 その中で、いままでの中では、医療費無償化になって

いる部分に関して、支払い方法なのですが、実は、私の

聞くところによりますと、医療機関によっては、そのま

ま無償化ということでただということもあるのですが、

一度、お支払いして、後でまた精算しなければいけない

というようなことがあるというふうに聞いています。こ

れに関しては、利用者はちょっと手間がかかるような状

況ではないかというふうに考えますし、また、自治体に

よっては、例えば、現金ではなくて、地元の商品券を利

用したとか、そういう話も聞いてはいますが、私として

は、これは一長一短があるかなというふうに考えます。

ただ、これから高校生までの医療費無償化に向かってい

く中で、そういうことも検討されていくような予定はあ

るのか、それについてお聞ききします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 後藤議員の再々質問に

お答えいたします。 

 まず、医療費の支払い方法というか、減額の方法にな

りますけれども、現在と同じように、条例改正が通れば

受給者証を皆さんに配付する予定になっております。そ

の受給者証を持って医療機関を受診していただければ、

窓口での負担は発生しないということです。ただ、支払
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い基金ですとかいろいろな制度上の都合がありまして、

道外で受診された場合は、一時的に窓口でお支払いをい

ただいて、その後、手続が必要というものがいままでも

ございますので、その点につきましてはこれからも同じ

と考えております。 

 また、先ほど無償化に伴ってという話がありましたけ

れども、今回の条例改正の予定としましては、あくまで

も、いままでいろいろな市民の声が多く寄せられたとい

うこともありますので、子育て世代の経済的負担の軽減

ということで考えておりますので、いろいろな代償とい

うか、違うものではなくて、あくまでも医療費を無償化

するということで進めていきたい、条例改正を提案した

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） では、３件目の企業支援の人

材確保について伺います。 

 いまの答弁の中では、やっぱり、富良野市においても

少子高齢化の中で働き手が少なくなってきていますし、

流出する部分も多い、そういうことでお話がありました。 

 その中で、働き方改革をする企業などを応援していき

たい、またはフラノ・ジョブ・スタイルなどで周知して

いきたい、そのようなお話でもありました。ＵＩＪター

ンの話もございましたが、これについては、私は、何も

反対するものでもないし、まだまだしっかりとやってい

ただきたいというふうに考えています。 

 一度、富良野商工会議所の中でお話を聞いたことがあ

るのですが、富良野の出身者、高卒者を、個人から許可

をもらった上で進学先に追跡調査した中で、つながりを

持ちながら地元に帰ってきてくれるような施策をしてい

るというふうなことを聞いたことがあります。私は、こ

れはすごくいい取組だと思っています。富良野市におい

ても、高校生を対象にして企業説明会だとかはしていま

すが、一度、進学などで出てしまうとなかなか地元に帰

ってきていただけない、そんな状況を私は感じています。 

 そんな中で、どうにか、そういう方と、地元出身の方

とつながりを切らさないような仕組みというのか、何か

こう、地元の企業を就職先に選択してもらえる一つとし

て考えていただけるような、そんな仕組みが私は必要だ

というふうに考えていますけれども、難しい質問かもし

れませんが、見解をお願いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 後藤議員の再質問にお答え

いたします。 

 いま、地元の子たちが、一度出るとなかなか地元に帰

ってこないという状況というふうにお話をされておりま

したけれども、市としましても、富良野商工会議所等と

連携をしながら、例えば、学生のうちに地元の企業と関

係を持ってもらう、例えば、インターンシップですとか、

あるいは企業説明会、企業体験会、また、中小企業振興

総合補助金の中で地元の企業と高校生、中学生が連携を

してやる事業に対して支援をしたり、そういうようなこ

とを繰り返しております。 

 将来、一度出たときに、また地元に帰っていただける

ように、何とか地元の企業との関係を少しでも持ちなが

ら、そしてまた、市外に出てからも何とか地元に帰って

いただけるように、フラノ・ジョブ・スタイル、あの辺

りを使いながら引き続き情報発信をしていくとともに、

今後、もっと帰ってこられるように、中小企業振興促進

審議会等で意見交換しながら対応を考えたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） いまの人材確保に関しては、

一朝一夕で行えるような話ではないというふうに考えて

いますので、引き続き、ＵＩＪターンなどについては特

に強化をしていただきながら頑張っていただきたい、そ

んなふうに思っています。 

 ４件目の地域公共交通計画についてですが、今回は特

に農村地域の交通体系についての質問だったというふう

に自分の中では感じています。その中で、市長の答弁に

もあったとおり、高齢者は、免許を返納しますと、買物

だとか、本当に通院などが大変になっています。実際に、

東山地区だとか東部地区には買物をするようなお店はあ

りませんから、そういうことでは大変なことになってく

ると考えています。そうなると、やっぱり地域に住めな

くなってくるとか、そういうことが起こってくるのでは

ないかと危惧しているところがあります。 

 また、学校の閉校に伴う影響ということでもお聞きし

ましたが、山部、布礼別ということでお聞きしましたが、

これからますます少子化が進んでくると、この後もとい

うことも考えられないわけではないというふうに考えて

います。 

 そんな中で、今回、補正予算の中にたまたま布礼別の

スクールバスの話が出ていたので、そちらのほうは割愛

しますけれども、スクールバスだけでは、なかなか、市

長の答弁の中にも部活なんかでは大変だよというような

話もありました。私も、実際、自分もバス通学していた

人間として、大変な思いをするようなことも考えられま

すし、子育て世代の負担も大きくなる、こんなふうに考

えているところであります。 

 それで、富良野市の交通体系を今後つくっていく中で

は、これは自治体にもよるのですが、例えば、バスだと
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かタクシーのチケットを高齢者の方、返納した方に配付

するだとか、そういうことをしているところもあります

し、実際に本市においては山部だとか東山、島ノ下でコ

ミュニティカーを運行しているのですが、これは意外と

利用に制限があるのです。そういう制限を緩和するだと

か、そういうことを、全体を考えた中で地域公共交通を

考えていかなければいけないというふうに私は思ってい

ますが、それについての見解を伺います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 後藤議員の再質問にお答え

いたします。 

 特に、農村地域の今後の在り方ということであります

けれども、いま、後藤議員から御指摘のあった高齢者の

方の免許返納後の生活の関係等々、多くの課題を抱えて

いることは、これまでのアンケートの結果などでも表れ

てきているところであります。 

 それを踏まえまして公共交通計画を策定していくわけ

ですけれども、いまあるバスやタクシー、そういった交

通手段に加えて、いまも、コミュニティカーだけではな

く、市の施策としてタクシーの助成をしている部分です

とかバスを走らせている部分、そういったものもありま

す。事業者に行っていただいている部分だけではなく、

公共が現在担っていたりサービスをしている部分、そう

いったものも併せて公共交通計画の検討の中に加えて、

いま、検討を進めてまいっているところでありますし、

バスについては、残念ながら、現状、アンケートの中で

は、通学、通勤ではなかなか利用されていないというこ

ともありますし、買物、通院にもあまり使われていない

ということもあります。公共交通計画の中では、どうや

ったら使ってもらえるようになるのか、使い勝手のいい

バスになるにはどうしたらいいのかということもござい

ますし、では、本当にバスでなければ駄目なのか、違っ

た交通モードも検討ができるのではないのかというよう

なことも検討することにしております。 

 公共交通計画の策定に当たりまして、富良野市地域公

共交通協議会を昨年度から立ち上げております。この中

には、委員としてバスやタクシーの事業者の方も入って

いただいておりますし、あと、利用者ということで町内

会協議会の方、その中には農村部の方にも入っていただ

いております。また、小学校、中学校、高校、全てでは

ないですけれども、教育関係の方にも入っていただいて

おります。そういった委員の方に入っていただいての計

画策定、また、この協議会につきましては、策定だけで

はなく、その後の事業の実施及び検証ということも行う

ことになっております。 

 公共交通計画につきましては、当然、策定をして終了

ということではありません。その中で出された課題がど

のように変化しているのか、さらに利用していただける

ような交通にするためにはどういったことが必要なのか、

そういった検討を継続的に行っていくということになっ

ておりますので、引き続き、まずは計画の策定の段階で

すので、多くの御意見をいただきながら計画に盛り込ん

でいきたいと思っていますし、一朝一夕に解決するもの

だというふうには思っておりませんので、市民の方の多

くの御意見をいただきながら、御利用いただけるような

持続可能な交通体系を皆さんでつくっていくということ

を考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、後藤英知夫君の質問は

終了いたしました。 

 ここで、午後１時まで休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時55分 休憩 

        午後１時01分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 午前中に引き続き、会議を開き

ます。 

 午前中の議事を続行いたします。 

 次に、大栗民江君の質問を行います。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） -登壇- 

 通告に従い、一般質問します。 

 １件目は、人が利用しやすいトイレについてです。 

 １項目、男性用個室トイレへのサニタリーボックス設

置についてです。 

 先日、埼玉新聞１月31日付から２回にわたって掲載さ

れた日本骨髄バンク評議員の方の記事を埼玉県の議員か

ら送っていただきました。記事は、近年、前立腺がんや

膀胱がんなどの増加に伴い、男性で尿漏れパッドを着用

する人が増えていますが、男性用の個室トイレにはほと

んどごみ箱がないため、使用したパッドの捨て場所に人

知れず苦労している男性が多い、当事者となって困る前

にみんなで何とかしませんかと問題提起を促す内容でし

た。この投稿をきっかけに、埼玉県では、男性用トイレ

へのサニタリーボックスの設置を進め、男性患者などに

配慮した環境づくりに取り組まれているとのことでした。 

 いまや２人に１人ががんと診断される時代ですが、後

遺症と闘いながら社会参加や職場復帰をする人がとても

多い時代になりました。がんサバイバーのみならず、他

の疾病や加齢によりパッドなどを利用する人も多くいま

す。 

 富良野市では、各地域会館でふれあいサロンを開催し

ており、私もボランティアとして参加していますが、以
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前、サロン終了後、トイレ掃除をしていたときに、男性

用個室トイレの便器の後ろに紙おむつが隠すように置か

れていたことがありました。地域のサロン関係の役員に

相談をして、地域会館に未設置だった女性と男性の個室

トイレにサニタリーボックスを設置する対応をしていた

だいたことがありました。 

 市民の中には、術後、御主人の外出に協力し、男性用

トイレで取り替えたパッドを持ち帰ることができないと

きは奥さんが女性用トイレに捨てるなど、社会参加に向

け、御夫婦で苦労されているお声もお聞きしました。市

民が気兼ねなくトイレを利用できる環境づくりは、健幸

都市を掲げる富良野市として大切な視点であると思い、

質問してまいります。 

 １点目は、本市の市有施設の男性用個室トイレへのサ

ニタリーボックスの設置状況はどのようになっているの

でしょうか。 

 ２点目は、市民の中にも苦慮されている人もいること

から、まずは公共施設から男性用個室トイレにサニタリ

ーボックスの設置を進める取組について考えをお伺いし

ます。 

 ３点目は、不特定多数の市民が利用する民間施設にも

協力を働きかけていくなど、市は率先してこの課題に取

り組むべきと考えますが、見解をお伺いします。 

 ２件目は、若者に寄り添う取組についてです。 

 １項目、看護学校における生理の貧困問題などの取組

についてです。 

 長引く新型コロナウイルスの感染対策の中で取り上げ

られるようになった生理の貧困という問題でありますが、

生理は女性の生涯にわたる健康上の課題として今後も続

いていくことであり、私ども富良野市議会女性議員４名

は、男女がともに活躍でき、誰一人取り残されることの

ない持続可能な地域社会づくりの一環として、児童生徒、

学生たちが安心して学校で学び、健やかに成長するため、

昨年、学校のトイレなどに生活必需品として生理用品を

無償設置することに関する要望書を提出させていただき

ました。 

 コロナ禍により顕在化してきた様々な要因による女性

の負担軽減を図るため、若者に寄り添う取組について質

問してまいります。 

 １点目は、昨年、市長、教育長、看護専門学校長にそ

れぞれ要望書を提出させていただきましたが、看護専門

学校における女性用トイレなどへの生理用品の設置、利

用状況についてお伺いします。 

 ２点目は、生理用品配備について、今後の取組の考え

についてお伺いします。 

 ３件目は、子供たちに寄り添う取組についてお伺いし

ます。 

 １項目、学校における生理の貧困問題などの取組につ

いてです。 

 この項目は、令和３年第３回定例会に続き、今回、２

回目の質問となります。 

 先日、富良野緑峰高校に子供が通学している保護者よ

り、管内スポーツ大会が富良野高校で開催された折、他

校から試合に来た女子選手から、富良野の高校は女子ト

イレに生理用品を置いている、手持ちがないときは本当

に助かる、いいなと言われたと娘さんから聞いた話を教

えてくれました。部活動や少年団活動をしている女生徒

たちは、生理に関する心配事を持ちつつも、スポーツが

好きで各種活動に打ち込んでいます。思春期の頃は、特

に周期が不安定になりがちなので、子供のことを心配さ

れる保護者の声も聞かれます。富良野の小・中学校にお

いても、児童生徒たちが安心して学校生活や各種活動が

送れるよう、子供たちに寄り添う取組について質問して

まいります。 

 １点目は、前回、生理用品を保健室プラストイレに配

置する考えについて行った質問では、現在、トイレのほ

うには各学校は設置していない、学校とも協議をしなが

ら検討していきたいとの御答弁でした。その後、学校と

の協議、小・中学校女子トイレへの生理用品の設置、利

用状況はどのようになっているのでしょうか、学校での

取組についてお伺いします。 

 ２点目は、生理用品配備について、市として今後の継

続の考えについてお伺いします。 

 ３点目は、前回、行政に求められている支援や施策、

大規模校でのモデル事業を試行し、実態調査をする考え

についての質問では、国の子供・若者育成支援推進大綱

（令和３年４月）では、子供の貧困問題への対応として、

新たに学校において月経に関する指導を行うとともに、

生理用品を必要とする児童生徒への対応がなされるよう、

教育委員会などに対し、促すことが示されたところであ

ると述べられ、生理の貧困対策について他自治体の先行

事例も参考に、必要かつ効果的な対応を検討してまいり

ますと御答弁をいただきました。 

 生理の貧困は、生理に関する様々な貧困が心や体への

負担や偏見、生きにくさなどを生み出していく問題もは

らんでおります。ゆえに、子供の貧困問題など、福祉の

支援を必要とする子供たちをキャッチする仕組みも重要

と思い、子供・若者育成支援推進大綱に基づく子供の貧

困問題に対する対応について本市の取組や考えをお伺い

します。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 大栗議員の御質問にお答えします。 

 １件目の人が利用しやすいトイレについての１点目、
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男性用個室トイレへのサニタリーボックス設置について

でありますが、現在、保健センターでは男性用個室トイ

レにサニタリーボックスを設置しておりますが、本庁舎

をはじめ、その他の市有施設においては設置しておりま

せん。前立腺がんや膀胱がんに罹患しているなど、様々

な理由で尿漏れパッドを着用している男性が気兼ねなく

トイレを利用できるように、今後、市有施設の男性用個

室トイレへのサニタリーボックス設置を進めてまいりま

す。 

 また、男性トイレにもサニタリーボックスの設置が求

められている状況について、広報紙などで周知を行い、

民間施設にも協力を促してまいります。 

 ２件目の若者に寄り添う取組についての看護専門学校

における生理の貧困問題などの取組についてであります

が、令和３年８月、看護学生に対し、生理用品に関する

アンケート調査を実施した結果、ほぼ全ての学生が生理

用品の購入ができている、余裕を持って生理用品の準備

ができていると回答した一方、生理用品を常備する必要

はとの項目については、７割の学生が必要あると回答し

たところであります。 

 その結果を踏まえ、生理用品を一定程度常備する必要

があるものと判断をし、試行的に令和３年９月から、衛

生及び管理面を考慮し、女子更衣室に常備したところで

あります。 

 これまでの使用状況でありますが、使用している学生

は約６割近くおり、１日当たりおおむね二、三個使用し

ている状況にあることから、生理用品を常備することに

より、緊急時においても学生が安心して学習に取り組む

環境づくりにつながっているものと考えており、今後に

おきましても引き続き常備してまいります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 大栗議員の御質問にお答えいたします。 

 ３件目の子供たちに寄り添う取組についての１点目、

学校における生理の貧困問題などの取組についてであり

ますが、小・中学校の女子トイレへの生理用品の設置、

利用状況については、令和３年９月から、緊急時に使用

したい子供たちのために全ての小・中学校の女子トイレ

に生理用品の設置をしているところであります。学校に

対して、使用状況についての報告は特に求めておりませ

んが、子供たちの安心のために今後も設置を継続してま

いります。 

 次に、国が策定した子供・若者育成支援推進大綱に基

づく子供の貧困問題に対する本市の取組や考え方につい

てでありますが、子供の貧困問題に対応していくために

は、教育分野、福祉分野における関係者の連携、協力が

重要と考えており、引き続き、庁内の関係部署はもとよ

り、学校や福祉及び民生委員、児童委員などの関係機関

との連携を密にし、情報の共有をしながら必要な支援に

つなげてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） 大変前向きな御答弁をいただい

たと思っております。 

 その中で、最後の３件目の質問について再質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 いま、教育長のほうからるる御答弁がございました。

３件目の子供・若者育成支援推進大綱のほうでは、北海

道のほうでも北海道子どもの貧困対策推進計画というの

が策定されておりまして、そこの中では、国の大綱で示

されているものに加えて、北海道独自の指標も設定をし

ております。その中では、子どもの貧困対策推進計画を

策定した市町村の目標値を令和６年度までに全市町村、

そして、子供の居場所がある市町村数を全市町村と、北

海道は独自にこの計画をつくっており、そういう中、富

良野市では、私は、子ども・子育て支援事業計画、これ

ができていると思うのですが、国の子供・若者育成支援

推進大綱に基づいてこの計画をさらに膨らませたり包含

したりしながら、子供の生理用品ですとかの配付及び貧

困問題対策をしっかりとこの計画の中に位置づけてやっ

ているところもあるという中では、本市においても、子

供の意見を聞いてど真ん中でやっていくには、情報の共

有もしながら必要な支援につなげていくということでご

ざいましたが、ここへの取組は北海道の子どもの貧困対

策推進計画に基づいての富良野市としての考えはいかが

なものでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 大栗議員の再質問

にお答えいたします。 

 子供・若者育成支援推進大綱に基づいて、北海道は子

どもの貧困対策推進計画を立てている、それに基づいた

市町村計画はどのように考えているのかという御質問か

と思います。 

 ほかの自治体等々の状況も見させていただきますと、

本市でも作成をさせていただいております子ども・子育

て支援事業計画、この中でこの貧困問題に対しまして具

体的な施策ですとか取組を載せているところが大半かと

いうふうに思っています。そんな部分では、いま現在の

計画につきましては令和２年度からの５年間の計画であ

りますので、次期計画の中では貧困対策等々の部分も盛

り込んでいくことが必要かなというふうには思っている

ところであります。 
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 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） 次期計画の中でという御答弁で

ございました。 

 そういう中、北海道では、国の大綱に基づいて、令和

３年６月30日現在、51市町村が実は策定をしております。

それが、別計画として策定されているところもあれば、

先ほど、教育部長がおっしゃった計画の中に包含をした

り、また、追加的に計画を策定したりという中で取り組

んでいくという中では、そういうように次期計画のとき

と言わないで、北海道は令和６年までに全市町村をこの

計画と子供の居場所づくりでは求めているわけですので、

しっかりとその計画の中に生理の貧困問題だとかも位置

づけて取り組んで対応している自治体もあるという中で

は、次期見直しという前に、包含的に、追加的にこの取

組を考えていくということはいかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 大栗議員の再々質

問にお答えいたします。 

 次期ではなく、早くという御質問ではありますけれど

も、国も含めまして、まずは、一つは計画の設置が義務

というふうには捉えておりません。そんな中では、一つ

は努力目標でありますので、いま、令和６年度までとい

うふうなお話もいただきましたけれども、ちょうど時期

が令和６年度で切れて７年度から新たな部分になります。

そんな部分では、令和６年度には見直しの部分も入って

まいりますので、その中で子供の貧困対策等の部分もし

っかりと対応していきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） 私の質問の仕方がちょっと変だ

ったかなと思うのですが、１回目の質問でも壇上で述べ

させていただきましたが、前回も一般質問をこの項目で

はしております。今回で２回目になります。ちょっと内

容が膨らんでおりますけれども、前回、教育長からは、

国の子供・若者育成支援推進大綱、これは令和３年４月

でございます。これでは、子供の貧困問題への対応とし

て、新たに学校において月経に関する指導を行うととも

に、生理用品を必要とする子供、児童生徒への対応がな

されるよう、教育委員会などに対して促すことが示され

たと述べられて、そして、生理の貧困対策については、

他自治体の先行事例も参考に、必要かつ効果的な対応を

検討してまいりますという御答弁をいただいたのでござ

いますが、北海道としっかりと呼吸を合わせて取り組ん

でいくという考えはいかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） 大栗議員の再々質

問にお答えいたします。 

 子供・若者育成支援推進大綱については、令和３年の

４月ということで、それから半年もたたない間にいろい

ろ御質問いただいた中で、迅速に対応すべきだというこ

とで、そういった趣旨を踏まえて、全ての小・中学校の

女子トイレに生理用品を配置しているところでございま

す。機会がございましたら、それぞれの学校へ訪問でき

ますので、ぜひ御覧いただきたいと思いますが、個室に

も用意されているというふうなことがございます。です

から、これについては、試行とかではなくて、本格的に

設置して、今後もやっていこうというふうなことでござ

います。 

 御質問の中の子供・若者育成支援推進大綱、実は、こ

れは、子供の貧困だけではなくて、総合的に子供を育成

していこうということで、例えば、非行の防止だとか、

障害のあるお子さん方をしっかり差別なく支援していこ

うだとか、あるいは不登校、ひきこもり、そういったこ

とについて総合的に支援していこうと、それを、学校だ

けではなくて、社会全体でやっていくような、そういっ

た取組がこの大綱の趣旨でありまして、もう一つ、北海

道の取組というのは、これは、令和元年の子供の貧困宅

に関する大綱、御存じだと思いますけれども、これを踏

まえてのことだというふうに考えておりまして、そうい

った中で、子供の貧困については貧困で、子供・若者育

成支援推進大綱についても記載されているところであり

ますので、その辺りを総合的に本市としては考えていき

たいというふうなことでございます。 

 ですから、進めるべきところは着々と進めていくとい

うふうな考え方でございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、大栗民江君の質問は終

了いたしました。 

 ここで、５分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後13時27分 休憩 

        午後13時30分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、松下寿美枝君の質問を行います。 

 ４番松下寿美枝君。 
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○４番（松下寿美枝君） -登壇- 

 通告に従い、一般質問いたします。 

 質問は、３件あります。 

 １件目は、労働者協同組合法を活用した地域づくりに

ついて、２件目は、教育振興課の設置について、３件目

は、運動部活動の地域移行についてです。 

 順次、質問いたします。 

 １件目、労働者協同組合法を活用した地域づくりにつ

いて伺います。 

 令和２年に公布された労働者協同組合法が今年の10月

から法施行されます。協同労働とは、働く人が出資して

組合員となり、それぞれの意見を反映させながら主体的

に運営し、地域の多様な需要に応じながら持続可能な地

域社会づくりに向けて事業を行う働き方です。人口減少

による地域コミュニティーの衰退、働く場や労働者の不

足、後継者がいないため地域に根差していた事業がなく

なってしまうこと、ボランティア活動の後継者がいない

など、全国で言われていることが富良野にも当てはまっ

てきている昨今ですが、それらの課題が解決できる手だ

てになるかもしれないと、日本全国、北海道内でも労働

者協同組合法による新しい働き方が注目されてきていま

す。 

 例えば、働きづらさや生きづらさを抱えた人が、支援

を受ける側ではなく、地域を支える一員となれる活動と

場を当事者とともにつくっていきたいと立ち上がったあ

る労働者協同組合は、山を生かして環境保全型の小規模

林業を立ち上げたそうです。最初は職業訓練に参加した

メンバーで構成されていたそうですが、自然と関わる仕

事がしたい人や、森の幼稚園に関心のある保育士など様々

な人が集まってきて、一人一人のやりたいことから事業

の幅も広がってきているそうです。そこの所長は、御自

身も５年ほど引き籠もっていた当事者だったそうですが、

いまは仕事を地域で生み出し、地域の魅力を発信しなが

ら多様な方が参加して、ボトムアップの地域づくりをし

ていきたいと活動されています。 

 また、地域のサロンに来ていた人たちの声から生まれ

た居場所づくりが障がい者の働く場所へと発展した事業

所、高齢者の方たちが安心して暮らし続けるために、自

分たちができることを話し合い、協同労働による支え合

いの事業が立ち上がったこと、空き家の利活用や、町内

会、自治会とともに地域を支える仕組みづくりをしてい

る地域もあります。 

 本市においては、令和３年の第４回定例会における答

弁で、同法では、介護福祉関連、子育て関連、地域づく

り関連、若者・困窮者支援など、地域における多様な需

要に応じた事業が実施できるようになることから、庁内

の関係する部署で研修すること、また、市民への周知に

ついては市民向けの学習会などの開催を検討するとのこ

とでした。 

 職員向けの学習会は、令和３年に行われたと聞いてい

ます。令和４年10月の法施行に向け、市民への周知も必

要と考えます。市民向けの学習会のスケジュールや、市

民周知に向けた取組についてお知らせください。 

 ２点目は、労働者協同組合への支援について伺います。 

 この労働者協同組合を活用した人たちを支援する自治

体も出てきています。地域の取組を推進するために、人

的支援や財政支援をしながら、行政だけでは担えない課

題を共有し、ともに地域づくりを行っているそうです。

本市でも、新しい地域交通を市民でつくれないかという

アイデアを持っている方や、子供の居場所づくりや後継

者で悩む事業所を協同労働という形で存続できないかと

考えている方もいると聞いています。 

 地域の困り事を地域住民で解決するというのが協同労

働の考え方でもあり、地域の課題を自分事として行動す

る人が増えることで、様々な共創の機会が創出されるこ

とにもつながり、それは、本市の目指している共創のま

ちづくりを推進することにも通じると考えます。以前に

は、先進事例の情報収集から支援策について検討すると

の答弁もありましたが、本市としてどのような支援がで

きるのか、検討されていることがあればお知らせくださ

い。 

 ２件目は、教育振興課の設置についてお伺いします。 

 これまでは学校教育課と社会教育課として独立してい

た二つの課を一体化し、教育振興課としたことについて

の目的をお聞かせください。 

 ３件目は、運動部活動の地域移行について伺います。 

 運動部活動改革については、平成30年に、学校と地域

が協働、融合した形での地域におけるスポーツ環境整備

を進めるとした運動部活動の在り方に関する総合的なガ

イドラインが出され、その後、議論が重ねられてきた中

で、今月初めにスポーツ庁の有識者会議が行った運動部

活動の地域移行に関する提言の中で、2023年度から2025

年度末までの３年間をめどに、休日の運動部活動から段

階的に地域移行するように示されました。 

 スポーツ庁からの課題としては、中学校生徒数の減少

が加速し、深刻な少子化が進行していることから、部活

動の持続可能性という面で厳しさが増していること、競

技経験のない教師が指導せざるを得なかったり、休日も

含めた運動部活動の指導が求められたりするなど教員へ

の業務負担の大きさ、地域におけるスポーツ団体や指導

者等と学校との連携、協働が十分でないことと、大きく

課題が３点挙げられていました。 

 私自身も中学生の子供を持つ親として、少子化によっ

て団体競技ができなくなる危機や、その競技をやりたい

子供はいるけれど、人数が満たないために廃部にせざる

を得ない状況も見てきましたので、この国から出された
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課題は富良野にも当てはまると感じており、富良野市全

体で考えていく課題ではないかと考えております。 

 北海道内においては、この運動部活動の地域移行をき

っかけに、スポーツによるまちづくりの推進やスポーツ

振興を視野に入れた取組が様々な地域で始まっています。

地域性や地域のスポーツの担い手の有無などで取り組み

方は変わってくるとは思いますが、取り組んでいる地域

の課題としては、担い手などの受皿の確保や、生徒の移

動手段、保護者の費用負担などが挙げられていました。 

 本市の部活動の現状としては、生徒数の減少により、

団体の部活動が一つの学校では成立しない状況が見られ

るようになってきました。周辺校では特色ある活動も行

われていますが、人数の関係で活動の範囲が限られてい

る状況です。ほかのまちの生徒も一緒に活動を行ってい

る部活動もあり、本市の生徒だけではなく、地域をまた

いでの活動も行われています。いまは熱意ある先生方に

支えられて活動が行われていますが、近年言われている

学校での働き方改革なども考えますと、このまま先生方

や学校だけにお任せしていくのも限界があるのではない

かと感じています。 

 これまで学校の中で行われてきた部活動を地域に移行

する上では課題も様々あるかと思いますが、少子化で学

校ごとの部活動の存続が難しくなってきているいまだか

らこそ、子供たちが自由に参加できる機会を保障してい

くこと、やりたいと思う子供の自主性、主体性を尊重す

る環境をこれからも整え続けていくことが必要であり、

子供たちを応援できる地域であってほしいと願っており

ます。そのために何ができるかを学校や地域を含めて考

えていくことが、子供たちの心身の成長や富良野の人づ

くり、また、後々の富良野のスポーツに親しむ人口や環

境づくりにもつながっていくと考えます。ぜひ、部活動

地域移行に関わる議論をしっかりとしていただいて、富

良野モデルを構築していただきたいと考えております。 

 今後、本市において運動部活動の地域移行をどのよう

に進めていくのか、伺います。 

 １点目は、本市の運動部活動の地域移行に関して、想

定される課題をお聞かせください。 

 ２点目は、地域における新たなスポーツ環境の構築に

ついて考えを伺います。 

 運動部活動の地域移行に関しては、教育行政が中心と

なり担っていくとは考えますが、北海道も提案している

部活動の地域移行の実現と活力あるまちづくりには、ス

ポーツ・文化の振興も含まれています。市長の目指す健

幸都市実現に向けても、スポーツ・文化は重要な要素で

あり、教育委員会の枠にとどまらないと考えます。 

 スポーツ行政を所管する市長部局との連携についての

必要性と、今後の連携体制について考えをお聞かせくだ

さい。 

 以上で、１回目の質問といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 松下議員の御質問にお答えします。 

 １件目の労働者協同組合法を活用した地域づくりにつ

いての１点目、労働者協同組合法の周知方法についてで

ありますが、日本労働者協同組合連合会北海道事業本部

では、法施行に向けた学習会やフォーラムなどを開催し

ており、本市としても、同団体と連携を図りながら、８

月を目途に市民向けセミナーを開催してまいります。ま

た、セミナーの開催内容等について、ホームページや広

報紙での周知を図りながら、協同労働への理解促進に努

めてまいります。 

 ２点目の労働者協同組合への支援についてであります

が、同法では、当該組織を通じて地域における多様な需

要に応じた事業が実施できるようになり、協同労働の仕

組みを活用した先進地の事例では、地域住民の困り事を

地域住民が解決するための取組が行われているところで

あります。 

 本市としても、令和３年12月に横断的な相談体制の確

立を図るため職員研修会を開催しており、行政と関わり

のある相談事項については関連部署で個別に応じるとと

もに、法施行後の市内における設立状況を注視しながら、

支援対策等について協議、検討してまいります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 松下議員の御質問にお答えいたします。 

 ２件目の教育振興課の設置についての、学校教育課と

社会教育課を一体化し、教育振興課とした目的について

でありますが、未来を担う人づくりを進めるためには、

学校、家庭、地域が課題を共有し、解決に向けて共に考

え実践する活動を通して、多様な価値観を認め、互いに

支え合う社会づくりへの意識を醸成することが必要です。

また、人生100年時代において、学びは学校教育だけで完

結するものではなく、生涯にわたり学び続けられる環境

づくりが求められることから、学校、家庭、地域が連携

を深めながら、生涯を通じて主体的に学ぶ意欲を持ち、

持続可能な社会の創造を担う人づくりを進めることが重

要と考えております。さらに、子供たちに変化が激しく

予測困難な社会を生き抜く資質、能力を育むためには、

地域社会との関わりの中で、社会的、職業的自立に向け

た学びを積み重ねることが重要であり、学校には地域の

教育資源を活用する社会教育との連携が一層求められま

す。 

 このため、本市においては、学校が地域社会との結び
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つきを深める地域学校協働活動、子ども未来づくり事業、

森林環境教育、家庭教育支援など、学校教育と社会教育

が融合した取組を進めており、今回の組織機構改革は、

学校、家庭、地域が一層の連携を図り、地域ぐるみで地

域振興を図ることを目的に一元化するものであります。 

 ３件目の運動部活動の地域移行についての１点目、想

定される課題についてでありますが、全国的に、部活動

は、生徒数の減少により、競技や大会参加が難しいなど、

学校単独で部活動が続けられない状況が生じてきており

ます。また、教員が経験のない競技の指導、休日の運動

部活動の指導など、教員に大きな負担が生じるとともに、

生徒が十分な指導を受けられない状況も起きております。 

 このようなことから、国は、平成30年から運動部活動

に対する改善、改革の考えを示し、本年６月には、運動

部活動の地域移行に関する検討会議より、令和５年度か

ら３年後の令和７年度末をめどに、休日の運動部活動か

ら段階的に地域移行していくことなどの提言があったと

ころであります。 

 本市の地域移行に当たっての課題は、受皿となる組織

団体などの確保や担うことができる指導者の把握、確保、

経費、必要に応じた近隣町村との連携などを考えており

ます。 

 ２点目の、地域における新たなスポーツ環境の構築に

ついての運動部活動の地域移行に当たっての市長部局と

の連携の必要性、今後の連携体制についてでありますが、

運動部活動の地域移行に向けてスポーツ環境を整えるこ

とは、中学生のみならず、他の世代にとっても、地域に

おいて多様なスポーツ活動の場が提供され、気軽にスポ

ーツができる環境の再構築となり、生涯を通じた運動習

慣づくりが促進され、本市が進める全ての市民が健康で

幸せを感じる健幸都市につながるものであることから、

関係部署と連携していくことが必要と考えております。 

 今後につきましては、市関係部署のほか、スポーツ関

係組織や団体、学校などと連携を図り、スポーツ庁の提

言や今後示される北海道教育委員会の方針に基づき、学

校、地域の実態や生徒、保護者のニーズを把握し、運動

部活動の方向性、指導体制、休日の部活動の段階的な地

域移行、地域のスポーツ環境の整備などについて検討を

進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） それでは、順次、再質問させ

ていただきます。 

 まず、１件目の労働者協同組合法の周知です。８月に

市民向けセミナーを行うということと、あと、内容をホ

ームページや広報紙で周知するという答弁をいただきま

した。 

 私も、何度かこちらのセミナーは聞いたことがあるの

ですけれども、１回聞いただけではなかなか分かりにく

いものがあったりですとか、やはり、回数も何回か聞く

必要もあるのかなということと、実際に聞いた人が今度

は立ち上げたいと思ったときに、一歩行動に出るときの、

また、手法ややり方、そういった２段階に分けてセミナ

ーを行っている地域もあると聞いています。 

 富良野市では、最初の全体像を伝えていくようなセミ

ナーを検討しているのか、お伺いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 松下議員の再質問にお

答えいたします。 

 労働者協同組合法の市民向けセミナーの開催回数です

とか内容についてということかと思います。 

 開催の回数につきましては、相手方もございますこと

から、相手方と話をして協議をしていきたいなと考えて

おります。ただ、10月の法施行に向けまして、準備の関

係もありますので８月をめどにということで、一度、開

催したいと考えております。 

 また、開催内容について、一度では分かりづらいです

とか、あと、参加したかったけれども参加できなかった、

ただし、いろいろ聞いてみたいことがあるということに

関しましては、令和３年12月に職員向けのセミナーを開

催させていただきました。その中でも、いろいろな分野

から職員が参加したわけですけれども、終わった後に、

事務局の方と細かい話であったり、相談もしております

ので、そことのつながりというのはできているものとい

うふうに思っておりますので、そういう方がいらっしゃ

れば個別にきちんと相談ができるようつないでいきたい

ということは考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） 個別に相談があればというこ

とだったのですが、個別に相談をする先というのは、コ

ミュニティ推進課のほうに相談をすればいいということ

でよろしかったでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 松下議員の再々質問に

お答えします。 

 コミュニティ推進課でよろしいのでしょうかというこ

とですので、それについては全く拒むものではございま

せんので、コミュニティ推進課で構わないと思いますが、

ただ、労働者協同組合法に基づく組合を設置するという

ことは、行政が主体ではなくて、構成する方たちが、少

なくとも３人以上で発起人、設立するために収支計画で
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すとか、きっちりとした事業計画をつくっていかないと

この法人設立というのはかないませんので、そこの部分

については、個別で、十分に、市役所のいろいろな部門

のところの窓口に相談ですとか、情報収集ですとか、そ

ういうところにはたけている人たちだと思っております

ので、そこも含めて、そういう相談をしている方がいれ

ば、市役所のほうでも逆に教えていただきたいなという

ところですので、必要なのか必要ではないのかと言われ

れば、そういう方たちではないのではないのかなという

ふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） 市民向けセミナーなのですが、

富良野市では様々な市民活動やボランティア活動をされ

ている方もたくさんいます。ほかのまちでは、こういっ

たセミナーに、自治会、町内会の方ですとかボランティ

ア団体の方、また、ＮＰＯで活動されている方などにも

参加してもらっているようですが、今回のセミナーに向

けて、例えば、行政のほうから働きかけていくとか、そ

ういったお考えはいかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 松下議員の再質問にお

答えします。 

 働きかけというか、当然、いま現在も、過去からも、

地域で、ボランティア活動ですとか、グループをつくっ

て地域で活動していらっしゃる方は大勢いらっしゃると

思いますし、いまもそのように地域から協働の取組をし

ていただいていると思っております。 

 ただ、今回の質問にあります、労働者協同組合をつく

って、自分たちで仕事をつくって、自分たちで出資をし

て、自分たちで計画を立てていくという法人格を目指す

のであれば、ＮＰＯ法人ですとか、そういった一般社団

法人ですとか、かなり色合いが異なってまいりますので、

周知をして、労働者協同組合法を活用した法人格を持つ

ためにはこういった手続が必要ですとか、こういった先

進地事例がありますということでのセミナーになるかと

思いますので、案内に関しましては、広報ふらのですと

か、そういった場面を使って、労働者協同組合法に関心

のある方、関心のある団体、あと、仲間で出資金を集め

てそういう法人格をつくりたいと思っている方には目が

届くと思っておりますで、広報紙等でお知らせをして周

知をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） ２点目の質問ですが、労働者

協同組合への支援についてということで、先ほどから相

談できる体制を整えているということをおっしゃってい

ました。先進事例やほかの自治体の事例では、行政と協

働して、行政のほうも人的支援であったり、財政の支援

であったりとかをしながら地域の課題を一緒に解決して

いく、そういった方向に向かっている事例も見てとれま

す。 

 具体的に相談以外の支援というのは、今後、協議、検

討していくということだったのですが、具体的な支援で

こういったことができるのではないかなど、考えていら

っしゃることがあれば、相談以外にあればお知らせくだ

さい。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 松下議員の再質問にお

答えいたします。 

 どういった支援ができるのか、聞かせていただきたい

という御質問かと思います。 

 残念ながら、いま、市役所のほうのいろいろな窓口に

おいて、労働者協同組合の法人格を持った団体をつくり

たいという相談は、こちらの耳に届いておりません。こ

の法律を使って団体を立ち上げる場合、介護ですとか子

育て、あと福祉、教育など、様々な分野で先進地でも事

例が起きております。 

 そういった具体的な、こういった事業計画を持ってい

るという団体がございましたら、当然、先ほど市役所で

横断的に学習をしているという話をしましたが、使える

いまの補助制度というのもそれぞれ担当課で熟知をして

おります。先進地の事例の中でも、若干制約が発生しま

すけれども、使える場合は、国ですとか、北海道ですと

か、いろいろな補助制度を使って運営している協同組合

もございますので、そういう制度における紹介ですとか、

活用の方法についての相談支援というのはできるかと思

います。 

 ただ、いずれにいたしましても、いま、個別のどうい

った団体をつくりたい、どういったものを行っていきた

いという事例がございませんので、その内容ですとか計

画によって支援、相談というのは決まってくるのかなと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） ２件目の質問に移ります。 

 教育振興課の設置について、お伺いしました。 

 未来を担う人づくりであったり、学校や家庭、地域が

課題を共有して解決に向けて実践していくというような

答弁だったかと思います。 

 これまでも、学校教育課と社会教育課、二つの課があ
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った中で、その辺りについては、私はしっかりとできて

いたのではないかなと感じています。新しく二つを一つ

にしたというときに何か課題があったのか、これまでの

二つだったら人づくりができなかったわけではないかと

思うのですが、何か課題があったのであればお知らせく

ださい。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 松下議員の再質問

にお答えいたします。 

 教育振興課の設置に当たって、これまで社会教育課、

学校教育課の二つでという中に何か課題があったのかと

いうことでありますけれども、正直、大きな課題という

のはありません。ただ、先ほど教育長からも、いま、こ

れからの予測不可能な時代を生き抜くための人材を育て

ていくためには、やはり、学校教育だけでは特に難しい

部分もあり、そこにより社会教育的な要素も加えていく

必要があるということで答弁をさせていただきました。 

 そういう中では、これまでの課題というよりも、より

前向きに進めていくためには、二つの課を一緒にしたほ

うがより具体的な推進が強まるというふうに思っており

ますので、今回、学校教育課と社会教育課の二つを一つ

にさせていただいたところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 会議中ですが、ここで５分間休

憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後２時01分 休憩 

        午後２時05分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） ３件目の部活動の地域移行に

関して伺います。 

 まず最初に、確認をさせていただきたいのですが、富

良野市としても、子供の人数が減り、部活動についても

持続可能な在り方を探らなくてはいけない時期に来てい

る、また、これまで先生方がほぼ無償で携わってきてく

れたけれども、この部活動の持続可能性を考えたときに、

地域移行という手段を教育委員会としても真剣に検討し

ていかなければならないという認識でよろしいのかどう

か、確認させてください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 松下議員の再質問

にお答えいたします。 

 先ほど議員からありました子供の人数が減っていって

いる、また、その中で部活動の持続的な活動が難しい、

また、先生方の負担が生じているという部分につきまし

ては、本市としても承知しているところであります。そ

んな中で、地域への移行をやはりこれから考えていかな

ければいけないというふうに考えているところでありま

す。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） 地域移行に関して、課題の部

分で、受皿と担い手、また経費、あと、近隣町村との連

携と挙げていただいたかと思います。その辺りで、今後、

検討していく部分になるのかとは思いますが、教育委員

会として受皿や担い手で考えておられる団体などありま

したらお知らせください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 松下議員の再々質

問にお答えいたします。 

 今回、教育長から答弁をさせていただきました本市の

課題という部分での受皿であったり、担い手、あとは経

費という部分でありますけれども、その中での受皿とし

ましては、やはり、本市にはふらのスポーツ協会があり、

そこに加盟する団体等がありますので、そこを含めなが

ら、今後、協議をしていかなければいけないというふう

に思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） 現在の部活動で、部活動指導

員という方が配置されている部活は例えばあるのか、お

伺いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 松下議員の再々質

問にお答えいたします。 

 現在、部活動の中での部活動指導員の配置はあるのか

ということでありますけれども、現在につきましては、

配置はないところでございます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） 課題の中に、経費の部分も上

げられていました。 

 部活動の地域移行に関わる報道では、保護者の負担が

増えるのではないか、経済的な負担が増えるのではない
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かといったことも言われておりました。 

 教育委員会として、課題の中で経費を挙げておられる

のですが、どのようなところにかかってくるのが経費の

課題とされているのか、お伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 松下議員の再々質

問にお答えいたします。 

 課題の中での経費をどういうふうに考えているのかと

いうことでありますけれども、まずは、やはり、先ほど

言いましたように、受皿としてふらのスポーツ協会、そ

して加盟団体のほうに移行していく場合には、その中で

全くボランティアということにも正直ならないのかなと

いうふうに思っています。 

 そんな部分で、どのような経費になっていくのかはま

だこれからではありますけれども、その辺の経費、それ

から、いま現在もでありますけれども、部活動によりま

しては、地域をまたいでであったり、あるいは、市内の

中でも学校をまたいでの合同チーム等々もつくられてお

りますので、そんな中での移動手段であったり、そこに

係る経費、そんな部分を考えております。 

 また、提言の中でも示されているように、教員の皆さ

んもいままでは主にボランティア的な精神で協力をして

いただきましたけれども、今度はしっかりと兼業という

ような形で教員を配置することもできるというふうな提

言もありましたので、そんな中では、そこにかかる負担

の増ということも考えられるというふうに思っていると

ころであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） きっと、まだ検討段階なのだ

と思うのですけれども、そういった経費が今後の保護者

負担につながっていくということも考えられるという理

解でよろしいのか、伺います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 松下議員の再々質

問にお答えいたします。 

 その辺の経費の部分が保護者負担の増になるのかとい

うことでありますけれども、もちろん保護者の皆さんに

も負担をいただく部分は出てくるのかもしれませんけれ

ども、行政としてもできる部分がどうなのかだとか、あ

るいは、国あるいは北海道からもこれから方向性も出て

くるというふうに思っておりますので、その中では、そ

れらを活用しながら保護者の負担が極力増えないような

形も考えていかなければいけないというふうに思ってご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） 先ほど、課題のほうだったか、

２点目の地域における新たなスポーツ環境の構築のほう

であったか、ニーズの調査をしていくという答弁があっ

たかと思います。 

 これは、私もニーズの調査は必要だと思っていまして、

やはり、いまの子供たちや保護者の方、また教員の方た

ちが部活動にどのようなニーズを期待しているのか、そ

ういったことを調査することで、費用負担に関する考え

方や、今後の部活動の在り方に関しても考えていく上で

ヒントになるのかなとは考えておりました。どういった

形でニーズ調査をされていくのか、考えていることがあ

ればお知らせください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 松下議員の再質問

にお答えいたします。 

 ニーズ調査をどのように行うのかということでありま

すけれども、まだ、具体的な部分は、正直、いまは考え

ていない、いまの中では持ち合わせていないところであ

ります。ただ、やはり、いま、松下議員からもありまし

たように、では、部活動のいまの段階で学校において設

置されている競技だとか、ほかにもやりたいものがあっ

たりだとか、それが地域移行に伴う中で新たにできるも

のも出てくるのだと思います。そんなものも含めながら、

地域、生徒、それから学校、保護者等々ともニーズ調査

を考えていかなければいけないというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番松下寿美枝君。 

○４番（松下寿美枝君） ２点目の今後の新しいスポー

ツ環境の構築ということで、市長部局や関係団体と今後

も連携していく考えがあるということで、私もほっとし

ているところです。やはり、教育委員会だけにはとどま

らないことなのかなと考えておりました。 

 令和５年度から具体的にこの地域移行が始まっていく

ということで、その後、３年間は移行期間と国のほうで

も示していました。 

 教育委員会としては、北海道でもいろいろな地域がも

う既に地域移行を試験的に始めていたりですとか、いろ

いろな取組が始まってきているのですが、富良野市とし

ては、大体いつ頃から、こういったことを、地域移行に

ついて段階的に進めるのか、方向性を示すような時期の

考えがおありでしたらお聞かせください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 
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 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君) 松下議員の再質問

にお答えいたします。 

 地域移行のめどの関係かと思います。 

 これにつきましては、先ほどからも答弁させていただ

いておりますように、これから検討していく段階ですの

で、まだはっきりといつとは言うことができませんけれ

ども、提言の中で示されているものが令和７年までとい

うことですので、何とかそれに間に合うような形で進め

ていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、松下寿美枝君の質問は

終了いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

        散  会  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

 25日、26日は休日のため、27日は議案調査のため、休

会であります。 

 28日の議事日程は、お手元に御配付のとおり、石上孝

雄君、天日公子君、佐藤秀靖君、大西三奈子君の一般質

問を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

                午後２時16分 散会 
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